
100万円～

危険なブロック塀等の撤去費用を補助します！

富士市　都市整備部　
建築土地対策課　建築安全推進担当

電　話　０５４５－５５－２７９１

プロジェクト「TOUKAI-0」　窓口

通学路・避難路等を除く市内全域

補  助  額

緊急輸送路又は避難場所に面するもの

工事費と、塀の長さ１ｍにつき３万８，４００円をかけ

た額を比較して、いずれか少ない方の額の３分の２

（最大３３万３千円）

小学校の通学路

工事費と、塀の長さ１ｍにつき、２０，０００円をかけた

補助対象

補  助  額

工事費と、塀の長さ１ｍにつき、９，２００円をかけた

額を比較して、いずれか少ない方の額の２分の１

（最大１０万円）

安全な塀に

改善する場合

　市は、道路に面するブロック塀や石塀を撤去あるいは安全な塀に改善する場合に費用の一部を
助成しています。

対象となるブロック塀

額を比較して、いずれか少ない方の額の３分の２

（最大２６万６千円）

道路に面し、高さが６０ｃｍを超えるブロック塀等

小学校の通学路

補  助  額

補助対象

撤去の場合

緊急輸送路又は避難場所に面するもの
補助対象

※基礎から作り直す等条件があります



年度内に、補強計画の作成と耐震補強工事を行うと、
補助額が増額されます！

限度額      万円

限度額      万円

１００

１２０

※上記の限度額に加え要件を満たせば、最大１５万円の
在宅避難上乗せが受けられます。詳しくは建築指導課まで！

最大１５万円

令和６年度まで 令和７年度まで


